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1．	はじめに　～戦略的広報の成功
例の紹介～

　最初に、地域における戦略的広報の成功例
を１つ紹介したい。
　沖縄県は、産業振興公社を通した補助事業
により、中国語の沖縄観光無料情報誌「東方
神島 沖縄攻略」（スペースチャイナ社発行）
10万部を作成し、2010年６月に中国の北京、
上海、海南島で富裕層ビジネスマンを対象に
配布した。中国において沖縄は「米軍基地の島」
としてのイメージが強く、リゾート地として
の沖縄はほとんど知られていなかった。しか
し、情報誌を見て沖縄に対する認知と関心が
高まり、中国人からの問合せやツアー予約が
沖縄側へ入るケースが急増している。
　実際、2010年８月に沖縄県にとって初の中
国個人ビザ観光客（９名）が来訪したが、そ
のきっかけは「沖縄攻略」を見たことであっ
た。来訪したのは旅行雑誌社社長、不動産投
資会社経営者などのビジネスマンとその家族
であり、中国から見た近距離リゾート地とし
ての沖縄を高く評価するとともに、中国富裕
層の来訪拡大の可能性が大きいことを示唆し
た。このように、中国で初となる沖縄に特化
した情報誌の配布が、富裕層ビジネスマンを
中心とした中国人来訪客の増加をもたらすと
いう効果を生みつつある。
　「沖縄攻略」の成功の要因として、次の点が
指摘できる。第一は、観光誘客のターゲット
を「中国人富裕層ビジネスマン」に絞り、広
報を展開したことである。第二は、広報チャ
ネルの工夫である。情報誌の配布先を、富裕
層ビジネスマンの集まる場所（経営者倶楽部、
５つ星ホテル、有力企業のオフィス、銀行の

VIPルーム等）へ配布したことが効果を高め
た。第三は、中国人の嗜好や感性にあったコ
ンテンツの提供である。例えば、中国人は歴
史に関心が強いことから、琉球と中国との歴
史的な関係などを紹介した。また、健康にも
関心があることから、「長寿の島」のイメージ
を訴求した。こうした中国人の目線に合わせ
た情報誌の発刊が、誘客に大きな効果を発揮
したのである。
　以上の沖縄の例が示すように、自治体が激
化する地域間の競争に打ち勝っていくために
は、観光誘客、企業誘致、投資誘導などの側
面で、ターゲットを明確にした訴求効果の高
い戦略的な広報活動を、大胆に実行していく
ことが求められる。
　本稿では、こうした自治体における戦略的
広報のあり方について私見を述べてみたい。
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図表1	 沖縄観光無料情報誌「東方神島	沖縄
攻略」（表紙）
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2．自治体における戦略的広報とは
（1）	“外”を意識した経営に必要な戦略的広報
　なぜ、自治体で戦略的な広報が必要なのか。
その必要性の論点について簡単に触れてみた
い。今、自治体には、経済社会環境の激変の
中で、以下のような「“外”を意識した経営」
が求められている。
　第一は、地域間競争に勝つ政策運営の実行
である。外国人観光客の誘客や企業誘致など
の地域間競争に勝つためには、魅力的な優遇
制度設計、地域ブランディング、誘致プロモー
ションなどの政策展開が不可欠となってきて
いる。
　第二は、自治体における「統治（ガバナン
ス）」の確立である。自治体価値の増大は、住
民や地域社会の利益拡大につながるとの考え
方のもとに、行政経営の効率化や社会への説
明責任を遂行する、優れた統治の仕組みが不
可欠となっている。
　第三は、自治体における「社会的責任」の
拡大である。自治体の経営には企業と同様な
SR（Social Responsibility：社会的責任）の理
念が必要である。これは、自治体が地域社会
へ与える影響に責任をもち、ステークホルダー

（住民、企業、社会全体等）からの要求に対し
て適切な意思決定をすることを意味する。
　第四は、国民の目に敏感な経営の実践であ
る。住民からの支持と信頼、共感と人気を得
ることが自治体の存在や政策の遂行にとって、
今後ますます重要な要素となっていく。
　以上のような自治体の「“外”を意識した経
営」を実践し、成果をあげていくために、戦
略的広報が不可欠となっているのである。

（2）戦略的広報に求められる5つの要件
　ここで、戦略的広報の意味を整理しておき
たい。戦略的広報とは、以下の要件を備えた
広報活動であると筆者は考えている。なお、
これらの要素は、企業や自治体の広報の成功
例をもとに、演繹的に抽出したものである。
①組織的かつ体系的に行われること

　組織全体で遵守すべき広報コミュニケー
ションの指針やルールのもとに、必要な広報
分野が体系化され、広報活動が重複なく効果
的に展開されていることが望ましい。指針や
ルールとしては、例えば、後述する「コミュ
ニケーションプラン」（米国の自治体）や「広
報戦略　広報マニュアル」（広島県三次市）の
事例が参考になる。
②訴求の重点が絞られていること
　広報の訴求対象やテーマの重点が、選択と
集中の考え方によって絞られていることが望
ましい。例えば、最近では中国人富裕層を対
象とした医療ツーリズムの誘致、クラウド型
データセンターの誘致など、時流に乗りかつ
地方において可能性の高い政策テーマに広報
の重点を絞ることが有効である。前述の「沖
縄攻略」の事例は、この点で成功している。
③持続的に行われること
　広報活動が短期的または一過性のものでは
なく、持続発展的に行われるメカニズムが備
わっていることが望ましい。例えば、広報の
コンテンツが頻度高く更新される、広報の専
門人材が長期にわたり配置される、住民や民
間企業との協働やアウトソーシングによる運
営の仕組みが確立していることなどが重要で
ある。外国向け広報の場合、「沖縄攻略」の事
例にみられるように、当該国に精通した民間
企業との協働が効果的である。
④世界の目線に立っていること
　これからの自治体広報は、世界を意識し世
界の目線に立つこと、すなわち、広報の訴求
対象としてアジアなどの外国、地域内の外国
人居住者などを明確に意識することが重要で
ある。例えば、観光広報においては、アジア
系の多言語化と外国人の感性に響くコンテン
ツの提供、それぞれの国・地域の特性に応じ
た適切な広報チャネル（媒体、場所、仲介者等）
の選択が必要不可欠である。
⑤大胆で目立つこと
　広報の内容、仕方、デザイン、ネーミング
など、できるだけ目立つようにすることが望
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ましい。目立つことによって、マスコミに取
りあげられる、あるいはクチコミで広がる可
能性が高まるからである。

3．戦略的広報の展開に向けた有効
方策

　以上のような要件を備えた戦略的広報を展
開していくにあたって、今後自治体が実践し
ていくべき有効な方策について、広報のフ
レームワーク、計画、組織、人材、心構え、
PDCAサイクルの点から述べてみたい。

（1）戦略的広報のフレームワークの設定
　自治体の戦略的広報は、次の３つの「コミュ

ニケーション・フレームワーク」に沿って展
開していくことが効果的である（図表２）。
　第一は、「マーケティング・コミュニケーショ
ン」である。これは、自治体の政策・施策や
行政サービスへの理解を深め、需要（遵守や
利用）を広げることを目的とした、主に住民
を対象とする広報コミュニケーション活動の
ことである（＝政策・行政サービスの広報）。
特に、今後自治体においては、政策（計画・
施策・制度・事業等を含む）をより良く理解
してもらい、利用・遵守してもらうという「政
策のマーケティング」の発想に基づく、政策
広報がより重要となる。
　第二は、「コーポレート・コミュニケーショ

特 集 自治体の広報戦略

（出所）筆者作成

図表2　戦略的広報の基礎となるコミュニケーション・フレームワーク

マーケティングコミュニケーション
（政策・行政サービスの広報）

対外マーケティングコミュニケーション

政策の理解・利用促進
（政策評価などの説明）
（政策課題の提起）
（政策の利用・遵守促進）
（政策のリスク管理）

行政サービスの理解・
利用促進

国民、利害関係者、外
国など

サービス利用者、利害
関係者など

コーポレートコミュニケーション
（行政組織活動の広報）

対外コーポレートコミュニケーション

対内コーポレートコミュニケーション

社会との良好な関係形成
（パブリックリレーションズ）
（社会還元・貢献：CSR）

国民、社会、外国など

メディアとの良好な関係形成
（メディアリレーションズ）

マスメディア、インタ
ーネットメディアなど

パートナーとの良好な関係形成
（パートナーリレーションズ）

関係団体、取引先企業
など

投資家との良好な関係形成
（インベスターリレーションズ）

機関投資家、個人投資
家など

行政との良好な関係形成
（ガバメントリレーションズ） 国、自治体など

リスクコミュニケーション
（リスク管理の広報）

対外リスクコミュニケーション
社会リスクへの対応
（事前：リスク警告・備え情報）
（事中：リスク状況・対処情報）
（事後：リスク回復情報）

国民、利害関係者、
外国など

対内マーケティングコミュニケーション

政策目標・内容の共有

行政運営ビジョンの共有

行政組織活動情報の共有

行政サービスの内容・
標準の共有

国・自治体職員など

国・自治体職員など国・自治体職員など

対内リスクコミュニケーション

社会リスク発生対応情報の共有

注）CSR：組織体の社会的責任

国・自治体職員、職
員の家族など

国・自治体職員、職員
の家族など

国・自治体職員、職
員の家族など

自損リスクへの対応
（事中：正確情報収集、事実公表、
分析・評価結果の公表）
（事後：再発防止対策・体制の情報）

自損リスク予防・抑止情報
自損リスク発生対応情報の共有

国民、利害関係者、
外国など
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ン」である。これは、主に自治体組織と市民・
社会の間での“より良き信頼関係”の構築を
目的とした、広報コミュニケーション活動（住
民向けのパブリックリレーションズ、報道機
関向けのメディアリレーションズ、投資家向
けのインベスターズリレーションズ、CSR広
報等）のことである（＝行政組織活動の広報）。
　第三は、「リスク・コミュニケーション」で
ある。これは、国民生活に影響の大きい社会
リスクの軽減や措置に対する広報コミュニ
ケーション、及び自治体の組織自体が損害を
受ける自損リスクに対する広報コミュニケー
ションのことである（＝政策・組織の危機管
理の広報）。自治体が対処すべきリスクは、日
ごとに増大しているにもかかわらず、リスク・
コミュニケーションの考え方は、一部の特定
分野（環境、食品、化学物質）を除いては希
薄である。
　以上のようなコミュニケーションの考え方
をもとに、自治体が戦略的に展開していくべ

き広報の分野は以下のとおりである（図表３）。
　自治体では、マーケティング・コミュニケー
ションを重視した、政策広報、観光広報、産
業広報、定住広報、生活広報、環境広報の展
開が重要となる。また、コーポレート・コミュ
ニケーションを重視すると、自治体に求めら
れるのは、投資広報、メディア広報、CSR広報、
庁内広報の実施である。さらに、今後一層力
をいれていくべきであるのはリスク・コミュ
ニケーションを重視した社会危機管理広報及
び組織危機管理広報の充実である。

（2）	コミュニケーションプランや実行マニュ
アルの策定

　自治体は、戦略的広報を効果的かつ効率的
に実行するために、広報コミュニケーション
プラン（計画）あるいは実行のためのマニュ
アルやガイドライン（指針）を策定すべきで
ある。
　米国の先進的自治体では、「コミュニケー

（出所）筆者作成

分類 主な対象 主な目的
マーケティング・コミュニケーション

政策広報 市民・企業・NPO 政策・計画、行政評価に関わる情報の相互伝達	
（事業＝プロジェクト広報を含む）

観光広報 ビジター 観光・イベント・コンベンション等における外部からの集客促進

産業広報 企業・機関 産業・機関・物流・事業投資等の誘引	
立地企業への利便情報の提供

定住広報 移住者 地域への定住（移住）や半定住の促進（UIターンの促進）

生活広報 生活者 公共サービス・施設等の利便性向上	
より良く生きるための知恵・知識の提供

環境広報 生活者・企業 生活者に対する環境教育	
企業に対する環境共生の取組み促進

コーポレート・コミュニケーション

投資広報 投資家 地方債の消化による資金調達促進	
市民参加型事業の進捗報告

メディア広報 マスメディア マスメディアに対する正確な情報提供	
良好な関係の維持

CSR広報 社会 社会的責任・社会貢献の実績の公開
庁内広報 職員 組織運営ビジョン等の共有

リスク・コミュニケーション

社会危機管理広報 全市民 平時における防災情報の提供	
有事における安否情報・災害対応情報の提供

組織危機管理広報 社会 事件・災害等の有事における組織損害の最小化

図表3　自治体において重要となる戦略的広報の分野
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ションプラン」と呼ばれる、当該自治体のコ
ミュニケーションとマーケティングの活動計
画が策定されるケースが見られる。一つの事
例として、米国のアシュランド市（Ashland）
の例を示す（図表４）。同市のプランには、広
報コミュニケーション活動全般に関わる理念
と目標、対象者の範囲と属性、戦略とアクショ
ン、媒体と手段などが体系的に示されている。
　一方、我が国では、米国のようなコミュニ
ケーションプランの策定事例はほとんど見ら
れないが、広報マニュアルについてはいくつ
かの作成事例がある。その中で、広島県三次
市が策定し公表している、戦略とマニュアル
をセットにした「広報戦略　広報マニュアル」

（平成18年９月）の例が参考になる（図表５）。
　その内容をみると、広報戦略では、「市民志
向の広報戦略に向けた研究」、「ターゲットに
合った情報提供」、「リスクマネジメント」、「職

員全員広報パーソンに向けて」、「ホームペー
ジの強化」など、10の柱を掲げている。また、
広報マニュアルでは、「広報の基礎知識」、「メ
ディアの基礎知識」、「広報の実践」、「緊急時
の対応」などの情報とノウハウが掲載されて
いる。
　今後、自治体の戦略的広報においては、以
上のようなコミュニケーションプランや広報マ
ニュアルを策定し、広報の理念と目的、体系と
重点テーマ、戦略とアクションプログラム、実
行体制などを明確に示すことが望ましい。

（3）戦略的広報を統括する部署の機能強化
　自治体では、戦略的広報の活動を統括す
る部署を拡充・改組し、役割や機能を強化
していくことが望ましい。特に機能の面で
は、従来の広報広聴業務に加え、コミュニ
ケーション計画の策定と実行管理、ホーム
ページなどのコミュニケーション媒体の一元
的管理、マスコミへの対応などを統括的に行
うなどの拡充が必要である。米国の自治体で
は、コミュニケーションを掌る組織は、“The 
Office of Communication and Information”、

“Communications ＆ Marketing Department”
などの名称で呼ばれている。
　我が国の自治体では、広報担当部署の戦略
的位置づけが弱く、結果として、自治体全体
のコミュニケーション活動を統括するに至っ
ていないという問題がある。今後は、狭義の
広報広聴にとどまらず、コミュニケーション、
マーケティング、メディアリレーションなど
の概念と実践を取り入れた、自治体のコミュ
ニケーション活動全体を統括しマネジメント
する組織の拡充と創設が必要である。

（4）専門広報コミュニケーターの配置
　一方、今後自治体では、広報組織の改革と
ともに、広報コミュニケーションの専門家と
しての「広報情報担当官」の育成と制度を確
立することも必要である。米国では、広報コ
ミュニケーションの専門的職種としてのPIO

特 集 自治体の広報戦略

（出所） アシュランド市ホームページ掲載情報より筆者作成
 （http://www.ashland.or.us/Page.asp?NavⅠD=1583）

図表4	 米国アシュランド市のコミュニケーショ
ンプランの項目
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（Public Information Officer）と呼ばれる広報
情報担当官が、政府や自治体などの公的セク
ターに雇用され活躍している。広報情報担当
官は、「プロフェッショナル・コミュニケ―
ター」などとも呼ばれており、行政組織の中
でコミュニケーションの能力・スキルが重視
されていることが伺える。

　広報コミュニケーションの専門家を擁する
という考え方は、我が国の自治体にはこれま
でほとんど普及してこなかった。今後は、首
長と直結する、専門広報コミュニケ―ターと
しての広報情報担当官（PIO）の制度を確立
すべきである。

（5）「正しく伝わる」広報への配慮
　自治体の戦略的広報においては、「正しく伝
わる広報」を実践することが重要である。こ
れまでの自治体広報は、どちらかといえば「（一
方的に）伝える広報」であった。しかし、「伝
える」と「伝わる」には大きな違いがある。「正
しく伝わる」とは、情報やメッセージの送り
手側が「正しく伝えること（表現すること）」と、
受け取る側が「正しく理解すること（受け取
ること）」が同時に達成されることである。
　正しく伝わる広報をおこなうためには、訴
求対象者の違いを意識した広報の展開が有効
となる。訴求対象者である住民や企業は、多
様な「顔」を持っている。最も基本的な「顔」
の違いは、個人では、「市民（居住者）」と「訪

（出所） 「広報戦略　広報マニュアル」平成18年9月、広島県三次市

図表5	 広島県三次市の「広報戦略　広報	
マニュアル」の目次

■広報戦略～市民志向の広報をめざして～
はじめに：広報の意味
広報戦略１.	「市民志向の広報戦略」に向けた研究
広報戦略２.	ターゲットに合った情報提供
広報戦略３.	広報活動の見直しと強化
広報戦略４.	まちづくりへの市民参画の促進
広報戦略５.	広報効果測定モデルの研究
広報戦略６.	広報体制の強化
広報戦略７.	リスクマネジメント
広報戦略８.	職員全員広報パーソンに向けて
広報戦略９.	ホームページの強化
広報戦略10.	広報紙の月間テーマの設定
今後３カ年間の計画概要

■広報マニュアル
【1】広報の基礎知識
　　　（小項目略）
【2】メディアの基礎知識
　　　（小項目略）
【3】広聴の基礎知識
　　　（小項目略）
【4】広報の実践
1.	広報の実際
2.	メディア対応時のタブー
3.	メディアに対する情報提供方法
4.	こんなテーマが取り上げられる
5.	ニュースリリースの書き方
6.	地域広報の適切な広報素材とは
7.	個人情報に関わる発表について
8.	情報発信の拠点「記者クラブ」って何？
9.	三次市広報紙への記事掲載について
10.	ホームページについて
11.	ケーブルテレビを活用した広報について

【5】緊急時の対応
1.	予想される緊急事態と危機構造とは
2.	緊急時対応の広報の原則
3.	緊急事態発生から組織対応方針決定までの手
順

4.	緊急時対応の基本～「ポジショニングペー
パー」の準備

5.	緊急時メディア対応の手順
6.	緊急時メディア対応の原則
7.	緊急時の記者会見～ポイントとメディアの関
心事

8.	最後が肝心。「事後処理」は忘れずに

（出所） 筆者作成

図表6	 自治体広報（ホームページ）の訴求対
象者の違いのイメージ

①市民（居住者）の皆さまへ
●日本人居住者の方
●非日本人居住者（外国人）の方
●当市にゆかりのある方（以前当市に住んでお
られた方）

②訪問者の皆さまへ
●観光目的で来訪の方
●出張・ビジネス目的で来訪の方
●教育目的で来訪の方

③ビジネス（企業）の皆さまへ
●進出をお考えの企業の方　
●既に市内に立地の企業の方
●市と取引をお考えの企業の方

④市役所の活動にご関心のある皆さまへ　
●マスメディアの方
●投資家の方
●他の自治体関係者の方

⑤市役所の関係者の皆さまへ
●職員のご家族・親族の方
●市の職員の方
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問者（観光や出張目的で来訪する非居住者）」
の違いである。また、市民（居住者）の場合、「日
本人居住者」であるか「非日本人居住者」で
あるかの違いも重要となる。一方、企業の場
合では、誘致の対象となる地域外の企業、既
に域内に立地している企業などの違いを認識
する必要がある。さらに分解能を高めるなら、
大企業、ベンチャー企業、中小・中堅企業な
どの違いにも配慮すべきである。
　以上のように、今後自治体が取り組むべき
戦略的広報では、さまざまな訴求対象者の違
いを認識し、それらの目線にたった広報をき
め細かくおこなっていくことが有効である。
そのイメージは、例えば自治体ホームページ
での区分として示すと図表６のとおりとなる。

（6）広報活動のモニタリングとフィードバック
　自治体において戦略的広報を実行していく
にあたっては、「計画」（Plan：広報の企画・
立案）、「実行」（Do：広報事業の執行）、「チェッ
ク」（Check：広報の効果評価）、「アクション」

（Action：広報戦略の修正）、から成るPDCA
サイクルの運用が不可欠である。さらに、こ
うしたPDCAサイクルの効果をより高めてい

くためには、広報活動のモニタリングとフィー
ドバックが重要となる。
　広報のモニタリングには、次の２つが想定
される。第一は、「マスメディアの媒介に対す
るモニタリング」である。これは、自治体が
発表した事実・意図が正確に報道機関によっ
て報道されたかを検証することである。第二
は、「住民の反応に対するモニタリング」であ
る。これは、自治体の意図した通りに、住民
の認識・意識・行動が変わったかを検証する
ことである。
　これらの一例として、政策広報についての
モニタリングのイメージを示すと図表７のと
おりとなる。政策・サービスの広報に対する「反
応感知」（住民の理解・好感・行動の度合い把
握）とそれにもとづく「フィードバック」（反
応をもとにした戦略の修正）が重要となる。
　さらに、広報コミュニケーション活動に対
する外部評価制度の充実も重要である。市民
を中心とする外部評価委員会の設置などを通
して、当該自治体の広報コミュニケーション
活動の成果を評価し、フィードバックする制
度・仕組みを充実すべきである。

（出所）筆者作成

図表7　政策広報のモニタリングとフィードバックのイメージ

特 集 自治体の広報戦略
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4．	おわりに　～新次元の戦略的広
報に向けて～

　自治体の戦略的広報は、今後さらに進化
を遂げていくと予想される。そのトリガー
となるのは、革新を続けるITサービスであ
る。例えば、急速に個人利用の多機能携帯端
末（スマートフォン、iPad等）や携帯を活用
した、「パーソナル広報」（広報訴求対象者の
特性に合わせて加工されたコンテンツの個別
配信）の可能性が高まっている。また、外
部のソーシャルメディア（ブログ、twitter、
YouTube、flickr等）を活用することによる、「コ
ラボレーション型広報」（広報発信者と広報受
信者が一体となったクチコミと集合知による
広報効果創出）の実用化も近い。
　こうした新次元の戦略的広報の展開に向け
て、広報に携わる自治体職員の意識も大きく
変わっていく必要があろう。

【参考文献】

1.	 ㈱スペースチャイナ編：「東方神島　沖縄攻
略」、㈱スペースチャイナ、2010

2.	 北村倫夫：「都市・地域間競争の時代における
自治体広報戦略」、都市問題研究、9月号、都
市問題研究会、2008

3.	 北村倫夫：「公的セクターにおけるコミュニ
ケーション革新と戦略的広報（上）」、知的資
産創造、9月号、野村総合研究所、2006年

4.	 北村倫夫：「市民に正しく伝わる「政策広報」
の在り方」、文部科学時報、5月号、文部科学省、
2006

5.	 北村倫夫：「公的セクターの戦略的な“政策広
報”のあり方」、NRIパブリックマネジメント
レビュー、Vol.29、野村総合研究、2005

著者略歴：
北村  倫夫（きたむら・みちお）
1981年北海道大学経済学部経営学科卒、同年㈱野村
総合研究所入社。同社地域計画研究部、行政システ
ム研究部、社会政策コンサルティング部等を経て、現
在経営革新コンサルティング部上席コンサルタント。
2002年より北海道大学大学院国際広報メディア研究
科客員助教授、2007年より同大学院国際広報メディ
ア・観光学院客員教授を兼務。専門は、行政改革・経
営、パブリックセクター広報、国土・地域・都市政策
など。主な著書・論文は、「ユビキタス・ネットワーク
と新社会システム」（共著）、「情報世紀の育都論」（共著）、
「公的セクターにおけるコミュニケーション革新と戦略
的広報」（論文）、「公的セクターの戦略的な“政策広報”
のあり方」（論文）等




